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告

示

(

第
千
六
十
七
号)

○
福
岡
県
と
宗
像
市
と
の
間
の
大
島
港
港
湾
施
設
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

(

港

湾

課)

一

福
岡
県
告
示
第
千
六
十
七
号

福
岡
県
と
宗
像
市
と
の
間
の
大
島
港
港
湾
施
設
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
と
宗
像
市
と
の
間
の
大
島
港
港
湾
施
設
の
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

(

委
託
事
務
の
範
囲)

第
一
条

福
岡
県

(

以
下

｢

甲｣

と
い
う
。)

は
、
地
域
再
生
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
港
整
備
交
付
金
で
整
備
す
る
大
島
港
大
島
海
洋
体
験
施
設

(

以
下

｢

委
託
施
設｣

と
い
う
。)

の
管
理
及
び
運
営
並
び
に
使
用
料
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事

務
を
宗
像
市

(

以
下

｢

乙｣

と
い
う
。)

に
委
託
す
る
。

一

委
託
施
設
の
維
持
、
保
守
そ
の
他
委
託
施
設
の
管
理
に
関
す
る
事
務

二

委
託
施
設
の
利
用
の
承
認
そ
の
他
委
託
施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
務

三

委
託
施
設
の
使
用
料
等
の
制
定
、
徴
収
及
び
収
納
に
関
す
る
事
務

四

委
託
施
設
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
者
へ
の
原
状
回
復
又
は
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
事
務

五

そ
の
他
前
各
号
に
附
帯
す
る
事
務

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
託
施
設
の
大
規
模
補
修
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
別
途
甲

と
乙
に
お
い
て
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

(

管
理
及
び
執
行
の
方
法)

第
二
条

甲
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
乙
に
委
託
す
る
事
務

(

以
下

｢

委
託
事
務｣

と
い
う
。)

の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

の
規
定
を
遵
守

す
る
と
と
も
に
、
乙
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程

(

以
下

｢

市
条
例
等｣

と
い
う
。)

の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
施
設
の
管
理
及
び
運
営
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
自
治
法

(

昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下

｢

自
治
法｣

と
い
う
。)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
乙
が
指
定
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
行
わ
せ
る

こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
。

(

協
議)

第
三
条

乙
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
甲
と
協
議
す
る
も
の
と

す
る
。

一

委
託
施
設
の
全
部
又
は
一
部
の
供
用
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

委
託
施
設
の
修
繕

(

軽
微
な
も
の
を
除
く
。)

又
は
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
市
条
例
等
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う

と
す
る
と
き
。

四

委
託
施
設
に
つ
い
て
、
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
承

認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

(

経
費
の
負
担)

第
四
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

(

使
用
料
等
の
収
入)

第
五
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
伴
い
徴
収
す
る
使
用
料
等
の
収
入
は
、
す
べ
て
乙
の
収
入
と

す
る
。
た
だ
し
、
乙
が
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の

二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
を
当
該
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

(

予
算
の
計
上)

第
六
条

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
は
、
乙
の
歳
入
歳
出

予
算
に
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

…
…
…
…
…
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(

決
算
の
通
知)

第
七
条

乙
は
、
自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
甲
へ
の
決
算
の
報
告
を
も
っ
て
、
委

託
事
務
に
関
す
る
部
分
の
当
該
決
算
の
通
知
を
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

報
告)

第
八
条

乙
は
、
毎
年
度
終
了
後
遅
滞
な
く
、
委
託
事
務
報
告
書
及
び
使
用
料
等
減
免
報
告
書
を
甲
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

乙
は
、
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
委
託
施
設
が
滅
失
し
、
荒
廃
し
、
き
損
し
、
又
は
そ
れ
ら

の
お
そ
れ
を
予
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
甲
に
通
知
し
、
両
者
協
議
の
上
、
対
策
を
講
じ
る
も
の
と

す
る
。

(

損
害
賠
償)

第
九
条

乙
が
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
怠
り
、
委
託
施
設
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
乙

は
、
速
や
か
に
原
状
を
回
復
し
、
又
は
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

連
絡
会
議)

第
十
条

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
連
絡
調
整
を
図
る
た
め
、
甲
と
定
期
に
連
絡

会
議
を
開
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
甲
の
申
出
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
臨
時
に
こ
れ
を
開
く

こ
と
が
で
き
る
。

(

条
例
等
の
制
定
又
は
改
廃
の
場
合
の
措
置)

第
十
一
条

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
市
条
例
等
を
制
定
し
、
又
は

改
廃
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
当
該
市
条
例
等
を
甲
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

そ
の
他)

第
十
二
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は

、
甲
と
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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